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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

  本日の日程に入ります前に、１２月１０日に行いました一般質問において、質問

内容を精査するため、最終日まで時間をいただいておりましたのでその報告をさせ

ていただきます。発言内容を慎重に検討し、一部文言及び字句等の訂正を行ってお

ります。ご協力ありがとうございました。 

  以上、一般質問の内容についての報告といたします。 

  それでは、ただいまから、本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載しております議事日程のとおりでございますが、

本日、町長より議案の撤回請求が提出されましたので、本日の議題といたします。 

  これより、日程に従い議事を進めます。 

  日程第１、「議案の撤回請求について」を議題といたします。 

  それでは、町長に撤回理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

  それでは、議案の撤回請求について説明をいたします。 

  本定例会に提出いたしました議案第８５号「農業用施設整備工事に伴う受益者負

担金の減免について」は、監査委員から平成２９年度の監査において、「篠栗町土

木工事負担金徴収条例では、工事により利益を受ける者から負担金を徴収すること

と規定しており、議会の同意を経て負担金を免除することができるとなっているこ

とから、適正な対応をするように」との指摘を受け、該当の工事に係る負担金とし

て、平成２８年度から平成２９年度までの５件と平成３０年度の６件について、受

益者負担金の減免について提案をしたものでございました。 

  総務建設委員会にてご審議いただいた中で、決算が認定されている過年度分と現

年分について、同じ議案の中で審議するべきではなく、あとの事務処理に違いがあ

ることから議案を分けて審議すべきとのご意見をいただきました。執行部として慎

重に検討した結果、次回の議会において、総務建設委員会でのご意見を踏まえ新し

い案を提出すべきと判断し、篠栗町議会会議規則第２０条の規定により、本議案を

撤回するものであります。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） お諮りします。 
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  ただいま、議題となっております議案の撤回請求について、許可することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  従いまして、議案の撤回請求については、許可することに決定いたしました。 

  日程第２、議案第７８号「篠栗町税条例の一部を改正する条例の制定について」

を議題といたします。 

  本案は、総務建設委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第７８号「篠栗町税条例の一部を改正する条例の制定について」 

  本議案は、自治体の義務として発送する督促状に事務の対価として手数料を課す

ことは、行政サービスの観点から望ましくないため、町の税債権における督促手数

料の徴収を廃止することについて、議会の議決を求められたものであります。 

  審査の中で納期内納税者との公平性の確保について質疑があり、延滞金を徴収す

ることが唯一税負担の公平性を確保するものであるとのことでした。 

  なお、本条例は、平成３１年４月１日から施行されます。 

  この条例の施行の日より前に納期限が到来する債権に係る督促手数料については、

従前の例によるものです。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対して、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 
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  よって、議案第７８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第３、議案第７９号「篠栗町債権管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」を議題といたします。 

  本案も、総務建設委員会に付託しておりましたので委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第７９号「篠栗町債権管理条例の一部を改正する条例の制定について」 

  本議案は、議案第７８号と同じく義務である督促状の発送において、手数料を徴

収することは望ましくないため、町の債権における督促手数料の徴収を廃止するこ

とについて、議会の議決を求められたものであります。 

  なお、本条例は、平成３１年４月１日から施行されます。 

  この条例の施行の日より前に納期限が到来する債権に係る督促手数料については、

従前の例によるものです。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対して、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第４、議案第８０号「篠栗町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例の制定について」を議題といたします。 

  本案も総務建設委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 
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  議案第８０号「篠栗町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」 

  本議案は、議案第７８号と同じく義務である督促状の発送において手数料を徴収

することは望ましくないため、町の債権における督促手数料の徴収を廃止すること

について、議会の議決を求められたものであります。 

  なお、本条例は、平成３１年４月１日から施行されます。 

  この条例の施行の日より前に納期限が到来する債権に係る督促手数料については、

従前の例によるものです。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対して、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第８０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第５、議案第８１号「篠栗町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案は、文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生常任委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第８１号「篠栗町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」 

  本議案は、篠栗町多々良川流域関連公共下水道事業の事業計画変更に伴い、下水

道事業の経営の規模に関する各数値を変更するため、本条例の一部を改正すること

について、議会の議決を求められたものです。 
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  改正の主な内容は、排水区域面積、排水人口及び１日最大処理能力を改正するも

のであります。 

  なお、この条例は、公布の日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対して、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第８１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第６、議案第８２号「住居表示の実施区域及び方法について」を議題といた

します。 

  本案も文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生常任委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第８２号「住居表示の実施区域及び方法について」 

  本議案は、住居表示を実施すべき市街地の区域を定め、また、当該区域における

住居表示の方法を「街区方式」によるものとするため、住居表示に関する法律第３

条第１項の規定により、議会の議決を求められたものです。 

  なお、住居表示を実施すべき市街地の区域の面積は、約６.４平方キロメートル

であります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 
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  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第８２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第７、議案第８３号「指定管理者の指定について」を議題といたします。 

  本案も文教厚生委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生常任委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第８３号「指定管理者の指定について」 

  本議案は、篠栗町葬祭場の現指定管理者の指定期間が、平成３１年３月３１日と

なっており、新たに５年間、指定管理者を指定することについて、地方自治法第２

４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求められたものです。 

  指定管理者の選定にあたっては、篠栗町公の施設に係る指定手続等に関する条例

第６条の規定により、選定委員会が設置され、同委員会にて選定がなされておりま

す。 

  指定管理者となる団体の名称は、社会福祉法人 篠栗町社会福祉協議会で、新た

な指定の期間は、平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までです。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対して、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 
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  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第８３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第８、議案第８４号「激甚指定を受けた平成３０年７月豪雨災害で被災した

農業用施設災害復旧工事に伴う受益者負担金の減免について」を議題といたします。 

  本案は、総務建設委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  はい、村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第８４号「激甚指定を受けた平成３０年７月豪雨災害で被災した農業用施設

災害復旧工事に伴う受益者負担金の減免について」 

  本議案は、激甚指定を受けた平成３０年７月豪雨災害で被災した農業用施設災害

復旧工事に伴う受益者負担金について、篠栗町土木工事負担金徴収条例第４条第２

号の規定を適用し減免することについて、議会の同意を求められたものであります。 

  主な内容は、同災害で被災した萩尾区の農業用水路施設及び山手区内の多々良川

にある広田井堰の災害復旧工事に伴う受益者負担金合計１３２万６,７８０円につ

いて減免を行うものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決し

同意することに決定いたしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第８４号は、委員長報告のとおり、可決し同意することに決定いた
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しました。 

  日程第９、議案第８６号「平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第６号）につ

いて」を議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  はい、今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第８６号「平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第６号）について」 

  本議案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３,９１９万７,０００円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ１０２億４,８７３万１,０００円とするものです。 

  歳出では、総務費１９８万８,０００円の減、民生費２,２９４万７,０００円増、

衛生費３６万円増、農林水産業費１,７６０万４,０００円の増、土木費３２万７,

０００円増、災害復旧費２６３万４,０００円増、公債費２６８万７,０００円減。 

  歳入では、地方交付税２,７５７万９,０００円増、国庫支出金３２８万３,００

０円増、県支出金２,４１７万円増、諸収入２０５万３,０００円減、町債１,３７

８万２,０００円の減。 

  また、債務負担行為補正では、庁舎環境衛生管理業務委託について 限度額７８

万１,０００円、納税通知書ブッキング業務委託については 限度額１５０万円、妊

婦一般健康診査委託については 限度額３,１８２万２,０００円、定期予防接種広

域接種委託については 限度額５１５万７,０００円の債務負担行為を行うもので、

期間を平成３１年度とし、また、行政事務包括委託については 限度額６億３,００

０万円、放課後児童クラブ・児童館運営業務委託については 限度額２億１,２８６

万９,０００円の債務負担行為を行うもので、いずれも期間を平成３１年度から平

成３３年度までとするものであります。 

  地方債補正では、臨時財政対策債について、起債の限度額が３億４,４５４万５,

０００円に増額、また、一般会計出資については 限度額１,１１０万円、地方道路

等整備事業については 限度額２７０万円が廃止され、一般財源へ財源更正されて

おります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第８６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１０、議案第８７号「平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）について」を議題といたします。本案も予算特別委員会に付託しており

ましたので、委員長の報告を求めます。 

今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 議案第８７号「平成３０年度篠栗町国民健康保

険特別会計補正予算（第４号）について」 

  本議案は、平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計予算において、平成３１年

度のレセプト点検業務委託を円滑に行うため、債務負担行為をすることができる事

項、期間及び限度額を定めるもので、事項「レセプト点検業務委託」、期間「平成

３１年度」、限度額「２８０万８,０００円」とするものです。 

当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、討論を行います。 

討論はありませんか。 

ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

本案に対する委員長の報告は、可決です。 

本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 
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よって、議案第８７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

日程第１１、「常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。 

総務建設、文教厚生、各常任委員長から会議規則第７５条の規定により、タブレ

ットに掲載の申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があっております。  

お諮りいたします。 

総務建設、文教厚生、両委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

よって、総務建設、文教厚生、両委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに決定しました。 

次に、お諮りいたします。 

本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則

第４５条の規定により、議長に委託していただきたいと思いますがご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

よって、誤読などによる字句、数字等の整理訂正は議長に委任していただくこと

に決定いたしました。 

以上で、本定例会の日程は全て終了いたしました。 

ここで、町長何か発言することがありましたら、許可いたします。 

三浦町長。 

○町長（三浦 正） 平成３０年第４回定例会の閉会にあたりご挨拶申し上げます。 

  長期間にわたるご審議、誠にありがとうございました。 

  「篠栗町税条例の一部を改正する条例の制定について」をはじめ条例の制定４件、

「住居表示の実施区域及び方法について」「指定管理者の指定について」「激甚指

定を受けた平成３０年７月豪雨災害で被災した農業用施設災害復旧工事に伴う受益

者負担金の減免について」平成３０年度補正予算２件の、上程いたしました１０議

案のうち撤回いたしました議案第８５号を除く９議案について、可決・承認いただ

きましたことを感謝申し上げます。 

  議案第８５号「農業用施設整備工事に伴う受益者負担金の減免について」につき

ましては、先ほど議案の撤回を許可いただきましたが、その撤回理由でも申し上げ
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ましたとおり、過年分と現年分の負担金を免除することになったのちの事務処理に

ついて明確に規定してなかったこともあり、改めて議案を提出することとしたもの

でございます。執行部として議案の検討が不十分であったことを深くお詫びいたし

ます。 

  本定例会の一般質問や、総務建設・文教厚生委員会での審議、予算特別委員会で

の審議を通して、議員の皆様から行政職員としての厳格な事務に欠けるところが見

られるとのご指摘をいただきました。私は日頃から、住民の皆様はお客様だと思っ

て、住民に喜ばれて喜ぶ仕事をしようということをことあるごとに話しております

が、当然のことながら行政は、憲法、国の法律はもとより、県や篠栗町の条例の下

に公平な仕事を進めるべきものであることは大前提でございます。そうした点を再

確認し、今後とも法に則った厳正な行政運営を進めてまいります。 

  議員の皆様におかれましては、来春改選期を迎えます。今後の篠栗町議会と町行

政の関係をより密接に、そして行政水準をレベルアップさせて、地方自治体におけ

る議会と行政のあり方、かくあるべしという先進的な姿とするために、この４年弱

の期間の総括の全員協議会の機会をぜひ提案したいと考えております。 

  これまで、地方自治法に謳うところの議会の権限・義務、或いは、行政執行部が

議会に委ねなければならない事案やチェックの範囲など、少々曖昧に進めてきた点

があり、そうしたことで、お互い齟齬をきたしてしまうような事態になったことも

大きな反省点でございます。 

  篠栗町の議会と行政が住民の福祉の増進のための車の両輪となって邁進すること

ができますよう、地方自治法上の議会と行政のあり方をより明確に示す「篠栗ルー

ル」を作るべく、今後、協議の場を持つことができればありがたいと考えるところ

でございます。また改めて、ご相談したいと思いますので、何とぞよろしくお願い

いたします。 

  最後に、来年も町職員一丸となって諸課題の解決と「篠栗町まち・ひと・しごと

創生総合戦略」の完遂を目指して努力してまいりますので、議員の皆様におかれま

しては、引き続きご指導、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

  今年も残すところ２週間余りでございます。どうぞ、来年も皆様にとって良い年

となりますよう祈念申し上げ、篠栗町議会平成３０年第４回定例会の閉会の挨拶と

いたします。 

  長期間のご審議、誠にありがとうございました。 

  そして、今年１年どうもありがとうございました。 
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○議長（阿部 寛治） 本日の会議を閉じます。 

  これを持ちまして、平成３０年第４回篠栗町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１０時３４分 
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